
（天災等災害）授業料減免等の申請について

１ 授業料減免の対象となる場合

  学資負担者（※１）が、次のいずれかに該当する場合（※２）に審査のうえ、授業料の

減免を判定いたします。 

（１）天災その他不慮の災害を受けたとき 

（２）死亡、又は疾病にかかっているとき 

（３）失業しているとき 

（４）経済的理由により納入することが困難なとき 

※１ 学資負担者とは、原則両親となります。 

※２ 今回の申請は、（１）天災その他不慮の事故を受けたときに該当する場合に限ります。 

２ 申請書類 

（１）授業料減免等申請書 １部  

（２）同一生計者（※３）全員の所得に関する証明書（所得課税証明書・確定申告書等） 

（３）住民票（学資負担者と同居している者全員） 

（４）各種証明書等（別表の提出書類一覧表のうち該当するもの全て）（※４） 

※３ 同一生計者とは、学資負担者（単身赴任の場合を除く）と同居している者、就学・病

気療養等により学資負担者と一時的に別居中である者です。 

※４ 天災その他不慮の災害での減免を申請する場合には、り災証明書の提出が必要とな

ります。申請段階でり災証明書が提出できない場合には学生支援チームまでご相談

ください。 

３ 申請受付期間及び書類提出先 

在学生 申請期間： ３ 月 ２８ 日（木）～ ６ 月 ２８ 日（金） 

令和６年度 

 新入生 
申請期間： ４ 月  ２ 日（火）～ ６ 月 ２８ 日（金） 

書類提出先 
〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町1300番地 

高崎経済大学教育グループ学生支援チーム 

※郵送または持参してください。 



４ その他 

（１）今回の申請期間に受付を行うのは天災等災害による授業料減免に限ります。 

（２）授業料減免等申請書及び添付書類は不備がないかを確認して提出してください。なお、

添付書類については別紙提出書類一覧表で確認してください。 

（３）今回は通常の申請時期と異なるため、分割納入を行わず授業料の徴収猶予対応としま

す。申請書の分割納入希望欄については、記載の必要はありません。 

（４）申請書の家族状況調書に記載する就学者の学年は４月１日時点でのものを記入して 

 ください。３月卒業、４月入学の兄弟姉妹がいる場合には注意してください。 

（５）授業料減免等申請書の理由書は、丁寧かつ７割以上の分量を記入してください。分量

が少ない場合には、減免とならない場合があります。 

（６）授業料の減免が許可された方は、納入すべき半期授業料の全額、半額又は３分の１を

減免します。 

（７）【在学生】４月１１日までに授業料減免等の申請をした方は、前期授業料（４月３０

日）の口座自動引落はいたしません。審査決定後、決定通知書に同封される振込用紙にて

授業料の納入をお願いします。なお、減免申請に伴う授業料の徴収猶予を希望する学生で

４月１１日までの申請が難しい場合には、４月１１日までに別途「授業料徴収猶予申請書」

を提出していただきますので、学生支援チームまでご連絡ください。 

（８）【新入生】４月３０日までに授業料減免等の申請をした方は、授業料の徴収を猶予し

ます。審査決定後、決定通知に同封される振込用紙にて授業料の納入をお願いします。な

お、減免申請に伴う授業料の徴収猶予を希望する学生で４月３０日までの申請が難しい

場合には、４月３０日までに別途 「授業料徴収猶予申請書」を提出していただきますの

で、学生支援チームまでご連絡ください。 

（９）決定者には、保証人宛に授業料減免等決定通知書を送付します。なお、決定時期は現

在のところ未定です。（７月下旬までには審査・決定を行う予定） 

（１０）申請受付期間を過ぎた申請書は、受理しません。り災証明書等添付書類の提出が間

に合わない場合にはあらかじめ学生支援チームにご連絡ください。 

（１１）記載内容に虚偽が判明した場合は、減免の許可を取り消すことがありますのでご注

意ください。 



（１２）申請関係書類で取得した情報は、授業料減免等審査及び判定業務のために利用し、

その他の目的には利用しません。 

（１３）授業料減免に関する問い合わせ窓口 

教育グループ学生支援チーム（事務棟１階） ℡０２７-３４４-６２６２ 



書類の名称等 配布先 注意事項・必須事項など 対象者

①授業料減免等申請書 
大学ホームページ

学生支援チーム

理由書の部分は丁寧かつ７割以上の分量を目安に

記入してください。 

全員

②所得に関する証明書のいずれか 

・所得課税証明書 

・確定申告書の控え 

・源泉徴収票 

市区町村 

税務署など 

勤務先

同一生計者全員の所得に関する証明書を提出して

ください。全く収入がない場合は所得課税証明書を

提出してください。

③住民票 市区町村 
同一生計者全員が記載されているもの 

（就学者で住民票を移した者の分は不要） 

④雇用保険受給資格者証（表・裏）（写） ハローワーク

失業給付金を受給している場合 

※基本日額、残日数が記載されているものの写しを

提出してください。 

該当者

のみ

⑤生活保護受給証明書 福祉事務所 学資負担者が生活保護を受給しているとき

⑥在学証明書又は学生証（写し可） 各就学者の学校
本学学生以外で就学者がいるとき 

（小・中学生は不要） 

⑦障害者手帳等（写し可） 
各都道府県 

各市区町村 

同一生計者の中で障害をもった者がいるとき（障害

の程度がわかるもの）

⑧戸籍全部事項証明書（戸籍謄本） 各市区町村 
父子家庭・母子家庭のとき 

（死亡・離別が確認できるもの） 

⑨学資負担者の別居 市区町村など

学資負担者が単身赴任などで居住を共にしない場

合⇒住居費・光熱費などが証明できる直近３ヶ月分

の書類

⑩年金決定（改定）通知書 日本年金機構
同一生計者の中で受給しているとき（遺族・障害年

金も含む） 

⑪長期療養している証明書 医療機関など

同一生計者の中で 6 か月以上の長期療養者が今後

も継続して療養する場合（見込を含む） 

⇒領収書のコピーなど金額がわかるもの 

⑫り災証明書 市区町村 天災その他不慮の災害を受けたとき 

申請期間内に提出書類が揃わない場合は、審査対象になりませんのでご注意ください。 

り災証明書等添付書類の提出が間に合わない場合にはあらかじめ学生支援チームにご連絡ください。 

証明書等は、原則として発行後３ヵ月以内のものを提出してください。 

受け付けた書類は返却いたしませんので、必要な方は提出前にコピーを取っておいてください。 

★提出書類一覧表
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１ 同一生計に該当しない場合 

（１）就職や結婚等により、学資負担者（単身赴任を除く）と別居独立している兄弟姉妹 

（２）学資負担者（単身赴任を除く）と別居している祖父母（施設入所等は除く） 

２ 独立生計者とは 

 単に両親からの仕送りはなくアルバイト収入と奨学金で生活しているだけでは独立生計者とは認

められません。次の全てを満たし、本人が被保険者である健康保険証（写）、所得課税証明書を提出で

きる場合に限り、独立生計者として申請できます。 

（１）所得税法上、父母等の扶養でないもの 

（２）父母と別居しているもの 

（３）本人に収入があり、その収入について所得申告がなされ、所得課税証明書が発行されるもの 

同一生計者となります

授業料減免制度における同一生計の定義について


